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３．計画に基づき実施する事業 
 事業区分１：地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は 

       設備の整備に関する事業 

 事業区分２：居宅等における医療の提供に関する事業 

 事業区分４：医療従事者の確保に関する事業 

 

(1) 事業の内容等 

 

事業の区分 １ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整

備に関する事業 

事業名 【No,1（医療分）】 

病床の機能分化・連携を推進するため

の基盤整備事業 

【総事業（計画期間の総額）】 

3,463,206 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

豊能圏域・三島圏域・北河内圏域・中河内圏域・南河内圏域・堺

市圏域・泉州圏域・大阪市圏域 

事業の実施主体 府内各病院 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

地域医療構想を踏まえ、現在の病床機能を 2025 年の病床数の必

要量の機能区分ごとの割合（高度急性期 11.6％、急性期 34.5％、

回復期 30.9％、慢性期 22.9％）に近づけていく取組みが必要。 

アウトカム指標：「回復期」病床への機能転換数 917 床（H30） 

事業の内容 ①「急性期」または「慢性期」病床から地域包括ケア病床などに

転換するための改修等を行う府内の病院に対する補助。 

 

②地域医療構想の達成向けた施設整備の一環である患者の療養

環境・医療従事者の職場環境・衛生環境の改善及び患者サービ

スの向上等に係る新築等を行う府内の医療機関に対する補助。 

アウトプット指標 ①整備対象：20 病院 

②整備対象：１病院 

アウトカムとアウトプット

の関連 

①補助金を活用し、「急性期」または「慢性期」病床からの病床

転換を促進することにより、不足する「回復期」病床の増加を

図る。 

 

②整備対象となる医療機関の「急性期」または「慢性期」病床を

10％以上減少することにより、府内における病床機能の適正化

を図る。 
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（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、

基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業

主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該

受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記

載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

3,463,206 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

26,531 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,154,402 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

577,201 

民 (千円) 

1,127,871 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,731,603 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

1,731,603 

備考  
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事業の区分 １ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

事業名 【No,2（医療分）】 

地域医療連携推進事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

20,508 千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏

域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 大阪府医師会、地区医師会、医療機関 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

病床機能分化・連携のため、患者が安心して転退院できるような切れ

目のない医療・介護連携の体制構築が必要。 

アウトカム指標： 

退院支援加算を算定している病院・診療所数の増加 

H29 年度：248 か所→H30 年度：249 か所以上（前年以上） 

事業の内容 地域医療構想の達成に向けて、医療介護連携を目的とした「医療・介

護資源の分析・課題抽出」、「連携を円滑化するコーディネータの養成」、

「医療・介護従事者の多職種連携研修」を支援することにより、患者

が安心して在宅へ移行できる仕組みをつくる。 

アウトプット指標 コーディネータの養成・多職種連携研修を行う圏域数：8 医療圏域 

アウトカムとアウト

プットの関連 

医介連携の提供体制を構築することにより、急性期から在宅までの患

者の円滑な転退院が可能となる事で病床機能の分化・連携が加速する。 

事業に要する費用の

額 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

20,508 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

13,672 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

6,836 

民 (千円) 

13,672 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

20,508 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、

基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業

主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該

受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記

載すること。 
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事業の区分 １ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

事業名 【No,3（医療分）】 

地域医療機関連携ネットワーク整備事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

898,672 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域医療構想を踏まえ、将来不足が見込まれる回復期病床の確保に

向けた取組みの促進が必要。 

アウトカム指標： 

連携ネットワークへの参加医療機関数：100 か所（H30） 

事業の内容 地域の連携拠点となる病院や診療所に対し、診療情報ネットワーク

の導入に必要な機器整備、システム導入費・専門人員の雇用経費等

の初期経費等を支援する。 

アウトプット指標 連携ネットワーク整備数：30 か所 

（H29 累計：30 か所 → H30 累計：60 か所） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

病院・診療所間の切れ目のない医療情報連携体制の構築により、円

滑な転退院が可能となることで、病床機能分化・連携が加速する。 

事業に要する費用の額 

備考 

金額 

 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

898,672  

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基金 国（Ａ） (千円) 

317,781 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

158,891 

民 (千円) 

317,781 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

476,672 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

422,000 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、

基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業

主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該

受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記

載すること。 
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事業の区分 １ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

事業名 【No,4（医療分）】 

地域看護ネットワーク整備による医療連携

体制強化事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

173,934 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏

域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 大阪府訪問看護ステーション協会、大阪府看護協会、 

大阪府立大学、大阪府 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

現在の病床機能を 2025 年の病床数の必要量の機能区分ごとの割合に

近づけるために、地域の医療看護ネットワークを充実させ、患者の転

退院を促進し、病床機能の分化・連携を図る必要がある。 

アウトカム指標： 機能ごとの病床数割合の適正化（単位：％） 

H29（高度急性期 14.7急性期 46.2回復期 10.0慢性期 28.1休棟等 0.9） 

→H37（高度急性期 11.6 急性期 34.5 回復期 30.9 慢性期 22.9） 

事業の内容 訪問看護ステーション間や、介護事業所、医療機関等での患者情報共

有、医療連携体制の強化を目指す ICT システム導入と、それを活用

し、医療連携体制を強化するための訪問看護ステーション充実に加

え、ネットワーク構築に資する医療従事者の確保・育成を一体的に取

り組む。 

アウトプット指標 (1)地域看護の拠点を整備した圏域数：8 圏域（H30） 

(2)機能強化等した訪問看護事業所：50 事業所（H30） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

地域における切れ目のない看護連携体制を確立し、患者が安心して転退院で

きる環境を整え、病床機能の分化・連携を進める。 

事業に要する費用の額 金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

173,934 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

81,162 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

40,581 

民 (千円) 

81,162 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

121,743 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

1,333 

その他（Ｃ） (千円) 

52,191 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公

民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事

業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 １ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

事業名 【No,5（医療分）】 

救急から回復期への病床機能分化促進事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

713,407 千円 

事業の対象となる医療介

護総合確保区域 

豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、

泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 医療機関、大阪府（大阪府医師会・エヌ・ティ・ティ・データ関西へ委託） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域医療構想を踏まえ、現在の病床機能を 2025年の病床数の必要量

の機能区分ごとの割合に近づけていくために、地域における急性期

病床の役割を明確にし、機能分化・連携を図る取組みが必要。 

アウトカム指標：高度急性期・急性期病床数の適正化 

H29 年度：54,064 床 → H37 年度：46,836 床 

事業の内容 「救急情報収集・集計分析システム」のアップデート等システムの改修を

行いつつ、救急患者の受入実態に関するビッグデータの収集、分析等を基

に救急告示の認定基準の見直しを行うことを通じ、救急搬送から受入後ま

での一連の医療提供体制の最適化・充実を図る。 

アウトプット指標 患者情報の入力件数の増加  

460,000 件（H28：455,082 件→H30：460,000 件） 

アウトカムとアウトプッ

トの関連 

患者情報の入力件数の増加・集約により、地域の医療機関毎の役割を明確

にし、それを踏まえた急性期病床機能の分化・連携を進める。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

713,407 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

24,621 

基金 国（Ａ） (千円) 

475,605 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

237,802 

民 (千円) 

450,984 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

713,407 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

72,174 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、

基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業

主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該

受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記

載すること。 

 

 



7 

 

 

事業の区分 １ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

事業名 【No,6（医療分）】 

がん診療施設設備整備事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

662,802 千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、

泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 医療機関、医師会 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

がん患者数が増加する中、患者・家族の苦痛の軽減と質の高い療養生活を

送ることができるように、効率的かつ高度ながん医療（手術療法、放射線

治療、化学療法及び緩和ケア）の提供が必要である。 

アウトカム指標：平均在院日数（厚生労働省「患者調査」より） 

平成 26 年度：23.6 日 ⇒ 平成 30 年度：23.6 日未満 

事業の内容 がん診療病院における、効果的ながん治療が可能となる医療機器の整備や

外来化学療法室の施設の強化への取組み、患者が安心して在宅で緩和ケア

を受けることができるような医療・介護連携を進める多職種研修等への取

組み等、入院から在宅への一連の流れを支援することで、がん患者の円滑

な在宅移行の仕組みを構築する。 

アウトプット指標 (1) 府内各がん診療病院への整備件数 

（H30 見込み：がん診療病院 14 施設） 

(2) 多職種連携による医療提供体制強化研修（H30 見込み：17 回） 

アウトカムとアウト

プットの関連 

がん診療病院における医療提供体制等の強化による、円滑な在宅移行によ

り入院患者の在院日数短縮などを通じ、病床機能分化を促進する。 

事業に要する費用の

額 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

662,802 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

667 

基金 国（Ａ） (千円) 

 154,868 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

77,434 

民 (千円) 

154,201 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

232,302 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

2,268 

その他（Ｃ） (千円) 

430,500 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）

における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託など

により実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業

等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

事業名 【No,7（医療分）】 

医科歯科連携推進事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

44,594 千円 

事業の対象となる医療介

護総合確保区域 

豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、

泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 大阪府（大阪府歯科医師会に委託） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

がん患者は劣悪な口腔環境から感染症リスクが高く、周術期口腔機能管理

体制、口腔管理に関する医科歯科連携体制の充実が必要。 

アウトカム指標：高度急性期・急性期病床数の適正化 

H29 年度：54,064 床 → H37 年度：46,836 床 

事業の内容 がん診療拠点病院等へがん患者への口腔管理や連携手法の知識・技術を備

えた歯科診療所の歯科医師及び歯科衛生士を派遣し、周術期のがん患者が

継続的に口腔管理を受けられるよう、病院スタッフに対する周術期口腔機

能管理に係る専門的助言や歯科診療所との連携調整等を実施。また、派遣

先のがん診療拠点病院やその他地域病院において、病院スタッフ向け周術

期口腔機能管理に係る研修会を実施。 

アウトプット指標 病院スタッフに対する周術期口腔機能管理に係る人材育成研修会の 

実施 12 回 

アウトカムとアウトプッ

トの関連 

周術期口腔機能管理体制の充実により、がん患者の口腔環境の改善が図ら

れ、感染症のリスクが軽減し、重症化予防を促進することで、急性期病床

からの患者の転退院が加速する。 

事業に要する費用の額 金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

44,594 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

29,729 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

14,865 

民 (千円) 

29,729 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

44,594 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当

額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、

公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上する

とともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載するこ

と。 
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事業の区分 ２ 居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No,8（医療分）】 

在宅医療推進協議会運営事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

265 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 大阪府 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

在宅医療ニーズの増加に対応するため、府内の在宅医療の状況把握

や、多職種間での連携した課題解決に向けた推進方針についての検

討の場が必要。 

アウトカム指標： 

訪問診療の実施件数の増加 38%以上（医療施設調査） 

（平成 26 年度 107,714 件から平成 30 年度 148,338 件への増加を見込） 

事業の内容 医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、訪問看護ステーション

協会、病院協会等、在宅医療に係る関係者が一堂に会して協議する

場である在宅医療推進協議会を運営する。※大阪府医療審議会の専

門部会として運営 

アウトプット指標 在宅医療推進協議会開催数：1 回 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

各構成員の立場からの専門的な知識や経験等に裏付けられた意見交

換により、課題解決に向けた実効的な方策等について協議する事で

在宅医療提供体制の着実な整備、ひいては訪問診療実施件数等の増

加につながる。 

事業に要する費用の額 金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

265 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

176 

基金 国（Ａ） (千円) 

176 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

89 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

265 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、

基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業

主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該

受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記

載すること。 
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事業の区分 ２ 居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No,9（医療分）】 

一般救急病院への精神科対応等による精

神障がい者地域移行定着支援事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

57,891 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 大阪府（大阪精神科病院協会に委託） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

精神疾患を抱える患者が、安心して在宅移行できるよう、身体合併症を発症し

た際、疾患の緊急度と重症度に応じた迅速で適切な処置につながる医療体制を

確保し、精神疾患を抱える患者の在宅移行を促進することが必要。 

アウトカム指標： 

システム利用者の一週間後の在宅移行率 

（H29：28.6％ ⇒ H30：28.7％以上） 

事業の内容 身体合併症支援病院における、輪番時に受け入れた合併症患者の継続的な

処置のコーディネート、急変時対応を一般科医等が行う体制確保の取組

や、一般救急病院に対する精神科的なコンサルテーションを行う体制を確

保する取組等、身体合併症の在宅患者の急変時の受入体制を整備する。 

アウトプット指標 ・府内身体科二次・三次救急病院における本事業の利用経験割合 

25％⇒45%（27 年度→30 年度） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

身体科二次・三次救急病院が本事業を活用し、夜間・休日における身体合併症

患者への迅速で適切な医療体制の確保されることにより、精神疾患を抱える患

者の在宅移行につながる。 

事業に要する費用の額 金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

57,891 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基金 国（Ａ） (千円) 

38,594 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

19,297 

民 (千円) 

38,594 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

57,891 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

38,594 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）

における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託など

により実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業

等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ２ 居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No,10（医療分）】 

小児のかかりつけ医確保事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

1,838 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 大阪府（大阪府医師会に委託） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

在宅療養が必要な医療的ケア児に対する日常的な診療や訪問診療等

が地域で可能になるよう、小児かかりつけ医の確保が課題。特に、

成人移行が近い症例に対応するため、内科医等の育成が必要 

アウトカム指標：訪問診療の実施件数の増加 38%以上 

医療施設調査（H26 年度 107,714 件⇒H30 年度 148,338 件へ増加を見込） 

事業の内容 内科医等を対象に小児特有の医療技術の習得を目的とした研修を、

小児科医との同行訪問も含め実施。 

アウトプット指標 研修受講者数 50 人 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

実技・同行訪問研修により必要な知識を身に着けた内科医を増やす

ことで、成人移行が近い医療的ケア児を含めた訪問診療体制の整備

が図られ、対応可能件数が増加する。 

事業に要する費用の額 金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,838 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,225 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

613 

民 (千円) 

1,225 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,838 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

1,225 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、

基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業

主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該

受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記

載すること。 
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事業の区分 ２ 居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No,11（医療分）】 

難病患者在宅医療支援事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

20,147 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 大阪府（大阪大学医学部附属病院、大阪医科大学附属病院、大阪急性期・総合医

療センター、近畿大学医学部附属病院、関西医科大学附属病院、市立東大阪医療

センター、和泉市立総合医療センターに委託） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

難病患者が、診断後に身近な医療機関で適切な医療を受けることが
できる体制を確保するため地域医療機関の難病患者の地域療養生活
についての理解や知識が必要。 

アウトカム指標：難病患者に係る連携が日常的に行われる地域診療

所等の増加 334 機関（H28 年度末）→654 機関（H30 年度末） 

事業の内容 地域診療所等スタッフの難病に関する知識・ケア技術の向上と各医
療機関がそれぞれの役割について認識を深めるための研修を、同行
訪問型研修も含めて実施。 

アウトプット指標 (1)同行訪問実施件数 360 件/年 (2)研修受講者数 1,400 人/年 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

在宅医療の知識・技術を習得した地域医療機関を増やすことで、専

門医療機関と地域医療機関等との連携体制が構築され、対応可能診

療所が増加する。 

事業に要する費用の額 金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

20,147 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

5,912 

基金 国（Ａ） (千円) 

13,431 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

6,716 

民 (千円) 

7,519 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

20,147 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、

基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業

主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該

受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記

載すること。 
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事業の区分 ２ 居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No,12（医療分）】 

地域医療連携強化事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

8,000 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域 

堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 がん診療拠点病院 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

二次医療圏毎に設置されたがん診療ネットワーク協議会と連携し

た、がん診療地域連携クリティカルパス、緩和ケア、在宅医療など、

地域の実情に応じた切れ目ない連携体制の充実が必要。 

アウトカム指標： 

地域クリティカルパス導入率 89%→100%（28 年度→32 年度） 

事業の内容 各医療圏内での地域連携パスの運用等により、在宅を含む医療提供

体制の強化を図る取組を行う、がん診療ネットワーク協議会の会議

費等を支援。 

アウトプット指標 連携協議会開催数 8 回（府内全 8 圏域において各 1 回開催） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

連携協議会の活動により、地域の医療機関間の機能分担が明確とな

る地域連携クリティカルパスの導入率が向上する。 

事業に要する費用の額 金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

8,000 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基金 国（Ａ） (千円) 

5,333 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,667 

民 (千円) 

5,333 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

8,000 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、

基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業

主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該

受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記

載すること。 
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事業の区分 ２ 居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No,13（医療分）】 

在宅療養者経口摂取支援チーム 

育成事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

3,890 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域  

事業の実施主体 大阪府歯科医師会 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

在宅医療ニーズの増加に伴い、増加が見込まれる摂食嚥下障害を有
する在宅患者等に対して、生活の質の向上や誤嚥性肺炎の予防等の
ため、居宅や施設における口腔ケアや経口摂取支援の充実、在宅歯
科医療にかかる提供体制の強化が必要。 

アウトカム指標：  

訪問歯科診療の実施件数の増加 9.7%以上（医療施設調査） 

（平成 29 年度 68,082 件(見込み)から平成 32 年度 68,742 件への 

増加を見込む） 

事業の内容 地域の歯科医師・歯科衛生士に対し、地域における訪問歯科診療で
の摂食嚥下障害への対応、経口摂取支援方法、口腔衛生指導や多職
種との連携等について実習型研修を行う。 

アウトプット指標 経口摂取支援チーム育成研修の受講チーム数（８チーム） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

摂食嚥下障害に対応可能な歯科医療従事者を確保・育成し、在宅歯

科医療の提供体制を強化することで、訪問歯科診療の実施件数の増

加を図る。 

事業に要する費用の額 金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

3,890 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基金 国（Ａ） (千円) 

2,593 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,297 

民 (千円) 

2,593 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

3,890 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、

基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業

主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該

受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記

載すること。 
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事業の区分 ２ 居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No,14（医療分）】 

薬局の在宅医療推進事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

5,023 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 大阪府薬剤師会 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

在宅医療ニーズの増加に伴い、在宅訪問を必要とする患者に対して、

薬学的管理・服薬指導等の在宅医療サービスを提供できる人材の育

成が必要。 

アウトカム指標： 

在宅患者調剤加算薬局数の増加：208 件 

（平成 29 年度当初：1,377 件から平成 31 年度末 1,585 件への増加
を見込む） 

事業の内容 在宅医療に取り組む薬局の薬剤師を対象に、嚥下困難患者や認知機

能低下患者等、症状に応じた薬剤師の介入方法やバイタルチェック
手法の習得等、在宅での薬剤師の業務等について研修を実施する。 

アウトプット指標 訪問薬剤管理に係る研修の受講者数（200 名見込み） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

訪問薬剤管理指導に関する知識・技術を有する薬剤師を育成・確保

することで、在宅対応薬局が増加する。 

事業に要する費用の額 金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

5,023 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基金 国（Ａ） (千円) 

3,349 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,674 

民 (千円) 

3,349 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

5,023 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、

基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業

主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該

受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記

載すること。 
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事業の区分 ２ 居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No,15（医療分）】 

長期入院精神障がい者退院促進事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

22,687 千円 

事業の対象となる医療介護総合確保区域 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、泉州圏域 

事業の実施主体 大阪府（②大阪精神科病院協会への委託） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

精神科病院に入院中の長期入院者の地域移行を進めるためには、退院後の

在宅における切れ目のない医療・福祉サービスの提供体制の確保が必要。 

アウトカム指標：１年以上寛解・院内寛解の状況にある長期入院者の退院

数：H31 までに 730 人〔長期入院者数 9,823 人（H28）⇒9,093 人（H31）〕 

平均在院日数を 1 か月短縮：H27(239.1 日全国第 5 位)⇒H31(208.0 日) 

事業の内容 (1)地域精神医療体制整備広域コーディネーター（広域 Co）の配置：各精

神科病院と協働で、退院が可能な患者を把握するための取り組みを企

画・実施し、対象者を市町村へつなぐ。 

(2)精神科病院職員研修：府内全精神科病院対象の全体研修と、広域 Co.が

必要と認めた精神科病院ごとに院内職員に対し退院促進に関する理解を

深める研修等を実施。 

(3)地域精神医療体制の整備：退院した精神障がい者が、再入院することな

く地域の中で適切に医療サービスを受けられる体制が整備されるよう、

市町村の取組に助言等を行う。 

アウトプット指標 ・精神科病院職員研修受講者数：延べ 1,000人 

・COが関わる精神科病院：45病院  

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

研修等を通じた地域生活を円滑に行うことができる体制整備により、精神

科病院の長期入院者の地域移行が進み、平均在院日数の短縮につながる。 

事業に要する費用の額 金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

22,687 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

13,995 

基金 国（Ａ） (千円) 

15,124 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

7,563   

民 (千円) 

1,129 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

22,687 

うち受託事業

等（再掲）（注２） 

(千円) 

1,129 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公

民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事

業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No,16（医療分）】 

医療対策協議会運営事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

608 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 大阪府 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後の医療需要増加に対応するため、府内の医療提供体制の更なる

整備が必要。医師の確保や医療機関への配置、地域医療を担う医師

の生涯を通じた教育研修体制の整備等について、大阪府の実情に適

した効果的な対策の検討が必要。 

アウトカム指標：府内医師数 

H28 年度 25,003 人⇒H30 年度 25,004 人以上 

（厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」によるもの） 

事業の内容 救急医療、災害医療、周産期医療及び小児救急を含む小児医療等の医療従

事者の確保及びその他本府において必要な医療の確保に関する施策につ

いて調査審議するため医療対策協議会を運営する。 

アウトプット指標 医療対策協議会開催数 3 回 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

医育機関や医療関係団体、市町村、患者代表等によって協議するこ

とで、より本府の実情に即した医師確保と教育体制整備の施策を展

開する。 

事業に要する費用の額 金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

608 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

405 

基金 国（Ａ） (千円) 

405 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

203 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

608 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、

基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業

主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該

受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記

載すること。 
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No,17（医療分）】 

医療勤務環境改善支援センター 

運営事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

22,320 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 大阪府（大阪府私立病院協会に委託） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域医療の充実のため、医療従事者が安心して働き続けることがで

きるよう医療機関の勤務環境改善等を行い質の高い医療の提供、患

者の安全と満足度の向上、ひいては経営の安定を目指す取組が必要。 

アウトカム指標： 

センターの支援により勤務環境改善計画を策定する医療機関数 

⇒6 機関（H30） 

事業の内容 ・医療勤務環境改善マネジメントシステム導入支援 

・医療勤務環境改善についての相談、取組事例の紹介 

・研修会等の開催 

アウトプット指標 ・研修会等の開催数、参加者数：4 回 400 名 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

勤務環境改善計画の策定により、医療従事者の勤務環境の改善・負

担軽減につながり離職率も低下、医療従事者の確保につながる。 

事業に要する費用の額 金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

22,320 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基金 国（Ａ） (千円) 

14,880 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

7,440 

民 (千円) 

14,880 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

22,320 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

14,880 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、

基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業

主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該

受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記

載すること。 
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No,18（医療分）】 

病院内保育所施設整備費補助事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

126,384 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

継続して質の高い医療を提供するため、看護職員をはじめとする医

療従事者の育児を理由とした離職を防止する、働きやすい環境整備

が必要。 

アウトカム指標：大阪府の看護職員離職率の低下 

平成 28 年度 13.1% ⇒ 平成 30 年度 13.0%   

事業の内容 医療従事者の乳幼児を預かる府内病院内保育所の新築、増改築また

は改修に要する費用の一部を補助する。 

アウトプット指標 院内保育所施設整備費補助数 3 医療機関 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

病院内保育所の確保により、子育て中の看護職員等の離職者が減少

する。 

事業に要する費用の額 金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

126,384 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

10,923 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

5,461 

民 (千円) 

10,923 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

16,384 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

110,000 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、

基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業

主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該

受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記

載すること。 
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No,19（医療分）】 

病院内保育所運営費補助事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

2,477,935 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

継続して質の高い医療を提供するため、看護職員をはじめとする医

療従事者の育児を理由とした離職を防止する、働きやすい環境整備

が必要。 

アウトカム指標：大阪府の看護職員離職率の低下 

平成 28 年度 13.1% ⇒ 平成 30 年度 13.0%  

事業の内容 病院内保育所設置者に対し、保育士等の人件費の一部を補助する。 

アウトプット指標 病院内保育所補助件数（H30）：118 医療機関 

H29：106 医療機関 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

病院内保育所の確保により、子育て中の看護職員等の離職者が減少

する。 

事業に要する費用の額 金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

2,477,935 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

3,969 

基金 国（Ａ） (千円) 

202,265 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

101,132 

民 (千円) 

198,296 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

303,397 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

2,174,538 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、

基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業

主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該

受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記

載すること。 
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No,20（医療分）】 

地域医療支援センター運営事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

52,639 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 大阪府（大阪府立病院機構に委託） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

府内の周産期や救急医療の医師不足や二次医療圏別での医師不足地

域を解消するため、医師や医学生の周産期、救急医療や地域医療へ

の誘導が必要。 

アウトカム指標： 

指定診療科志望によりキャリア形成支援を受ける登録医師数 

145 名（H29 年度末）⇒165 名（H30 年度末） 

※指定診療科：救急・小児（新生児）・産科・放射線・リハビリテーション 

事業の内容 地域医療に従事する医師のキャリア形成を支援しながらバランスの

とれた医師確保を推進する。本事業の取り組みにより、救急医療・

周産期医療をはじめとした医師の確保が困難な各分野の医療提供体

制の充実を図る。 

アウトプット指標 (1)研修受講者 200 人以上 (2)医師派遣・あっせん数 10 名 

(3)キャリア形成プログラム作成数 3 件 

(4)地域枠卒業医師数に対するキャリア形成プログラム参加医師数

の割合 100％ 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

研修受講により、専門知識を身に付けた医師が増加することで、地

域医療を担う医師が確保される。 

事業に要する費用の額 金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

52,639 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

35,092 

基金 国（Ａ） (千円) 

35,092 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

17,547 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

52,639 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）

における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託など

により実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業

等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No,21（医療分）】 

地域医療確保修学資金等貸与事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

83,300 千円 

事業の対象となる医療介

護総合確保区域 

豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 大阪府 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

府内の周産期や救急医療の医師不足や二次医療圏別での医師不足

地域を解消するため、地域医療を志す医学生の確保が必要。 

アウトカム指標：府内所定の診療科や施設※への就業者数 

5 人（平成 28 年度末）⇒92 人（平成 37 年度末） 

事業の内容 周産期や救急医療などに携わる医師の確保が非常に困難となって

いる現状に対応するため、これらの医療分野を志望する医学生に対

し修学資金等を貸与し、医師不足の診療科や地域での勤務を修学資

金の免除要件とすることで将来的にこれらの分野・地域で勤務する

医師を確保する。 

アウトプット指標 医学生向け修学資金新規貸与者数 15 人 

アウトカムとアウトプッ

トの関連 

修学資金貸与により、地域枠の医学生が確保され、周産期や救急医

療などに携わる医師や医師不足地域へ勤務する医師が確保される。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

83,300 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基金 国（Ａ） (千円) 

55,533 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

27,767 

民 (千円) 

55,533 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

83,300 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考 ※府内所定の診療科・施設 

診療科：産婦人（産）科・小児（新生児）科・小児救急 

施設：救命救急センター・人口当たり病院従事者数が府全体数値を下回る二次 

医療圏に所在する公立病院等 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）

における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託など

により実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業

等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No,22（医療分）】 

産科小児科担当等手当導入促進事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

479,813 千円 

事業の対象となる医療介

護総合確保区域 

豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏

域、大阪市圏域 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

医師の地域別・診療科別の偏在が生じており、産科・産婦人科は年々減少傾向に

あるため、周産期医療の充実を図り、府民が安心して出産できるよう、分娩機関・

周産期医療に従事する医師等の確保が必要。 

アウトカム指標：手当支給施設の産科・産婦人科医師数 

：H29 679 人(見込み)⇒H30 680 人以上（前年度以上） 

分娩 1000 件当たりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師数： 

H28 13.3 人⇒H30 14 人以上（厚生労働省「人口動態調査」「医師・歯科医師・薬剤師調査」） 

事業の内容 地域でお産を支える産科医等に対し手当等を支給するとともに、NICU にお

いて新生児医療に従事する医師に対し手当等を支給することなどにより、処遇

改善を通じて周産期医療を実施する医療機関及び医師等の確保を図る。 

(1)産科医・助産師に分娩手当を支給する医療機関に対して補助 

(2)産科専攻医に研修医手当を支給する医療機関に対して補助 

(3)ＮＩＣＵに入室する新生児の担当医師に手当を支給する医療機関に対し補助 

アウトプット指標 手当支給者数：H29：1,100 人（見込み）⇒H30 ：1,101 人以上 

手当支給施設：H29：86 医療機関（見込み）⇒H30：87 医療機関以上 

※両目標ともに現状＋αを確保する。 

アウトカムとアウトプッ

トの関連 

手当支給者・施設数を確保することにより、府内の産科・産婦人科・新生

児担当医師数が確保される。 

事業に要する費用の額 金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

479,813 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

21,088 

 基金 国（Ａ） (千円) 

80,059 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

40,029 

民 (千円) 

58,971 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

120,088 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

58,971 

その他（Ｃ） (千円) 

359,725 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、

「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託

額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No,23（医療分）】 

女性医師等就労環境改善事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

378,677 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

女性医師数は、今後も増加が見込まれ、出産や育児等の様々なライ

フステージにおいて離職せず、安心して働き続けられる環境整備が

必要。 

アウトカム指標：府内の全女性医師に占める就業率  

95％→96％以上（28 年度→30 年度） 

（厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」によるもの） 

事業の内容 医療機関が実施する「医師の勤務環境の改善への取組」や「出産・

育児・介護等により、休職・離職した女性医師等の復職支援への取

組」を支援する。 

アウトプット指標 就労環境改善及び復職支援に取り組む医療機関数：30 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

就労環境改善や復職支援の取組を行う医療機関が増加することで、

府内の全女性医師に占める就業率が増加する。 

事業に要する費用の額 金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

378,677 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

27,725 

基金 国（Ａ） (千円) 

72,285 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

36,143 

民 (千円) 

44,560 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

108,428 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

270,249 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、

基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業

主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該

受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記

載すること。 
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No,24（医療分）】 

新人看護職員研修事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

295,173 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 大阪府（大阪府看護協会に委託）、医療機関 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

適切に看護職員を確保していくため、新人看護職員の定着・離職防

止の取組が必要。 

アウトカム指標：当該研修実施医療機関における新人看護職員の離

職率 H29：10.37％→H30：10.37％未満（前年度未満） 

（新人看護職員研修補助金申請時の離職率調査による） 

事業の内容 新人看護職員研修、医療機関受入研修事業、多施設合同研修 

 (1)ガイドラインに沿った研修を実施する施設に対して補助。ま

た、研修責任者フォローアップ研修に参加させた施設に対し、

その受講料の 1/2 相当額を追加補助。 

 (2)単独で研修を実施することができない病院等の新人看護職員

を対象に、府内 8 か所で合同研修を実施。（大阪府看護協会に委託、

同協会が各地域の中小規模病院の研修責任者と協働し企画・実施） 

アウトプット指標 新人看護職員研修の実施医療機関数 150 医療機関 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

ガイドラインに沿った新人看護職員研修の実施医療機関が増加する

ことで、新人看護職員の離職率が減少する。 

事業に要する費用の額 金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

295,173 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

31,108 

基金 国（Ａ） (千円) 

98,883 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

49,442 

民 (千円) 

67,775 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

148,325 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

751(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

146,848 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当

額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、

公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上する

とともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載するこ

と。 
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No,25（医療分）】 

看護職員資質向上推進事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

39,065 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 大阪府（大阪府看護協会に委託） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢化の進展や疾病構造の変化などに伴い、高度化、多様化する医療ニーズに

対応する質の高い人材を継続的に養成していくため、専門的な知識・技術を持

つ専任教員や実習指導者を養成することが不可欠である。 

アウトカム指標：養成所における資格のある専任教員の充足率の維持 

100%→100％（29 年度見込み→30 年度）（保健師助産師看護師法施行令第 14 条報告） 

事業の内容 (1)専任教員養成講習会 看護職員の養成に携わるものに対して、必要な知識

技術を習得させ、看護教育内容の充実、質の向上を図る。 

(2)実習指導者講習会 看護師等養成所の実習施設で指導者の任にある者に対

し、実習の意義、指導者の役割を理解させ、効果的な指導ができるよう必要

な知識、技術を習得させる。病院以外の実習施設で指導者の任にある者に、

実習の意義、指導者の役割を理解させ、特定分野の実習における効果的な指

導ができるよう必要な知識、技術を習得させる。 

アウトプット指標 専任教員養成講習会（定員 50 名）・実習指導者講習会（定員 240 名）

の受講者数 290 名 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

各講習会で看護教員を養成することで、養成所における資格のある専任教

員の充足率が確保される。 

事業に要する費用の額 金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

39,065 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基金 国（Ａ） (千円) 

9,365 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

4,682 

民 (千円) 

9,365 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

14,047 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

9,365 

その他（Ｃ） (千円) 

25,018 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）

における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託など

により実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業

等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No,26（医療分）】 

看護師等養成所施設整備事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

1,409,549 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 看護師等養成所 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢化の進展や疾病構造の変化などに伴い、高度化、多様化する医

療ニーズに対応する質の高い看護職員の養成・確保が必要。 

アウトカム指標：養成者数 4,900 人（H30） 

実績：4,900 人(H29)(見込み) 

事業の内容 (1)看護師等養成所における新築、増改築などの施設整備にかかる経

費の一部を補助。 

(2)看護師等養成所における初度設備（標本、模型及び教育用器械器

具購入）にかかる経費の一部を補助 

アウトプット指標 平成 30 年度養成所施設整備事業：3 件 

平成 30 年度養成所初度設備整備事業：2 件 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

養成所の教育環境が充実することで、質の高い看護職員が養成され

る。 

事業に要する費用の額 金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,409,549 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基金 国（Ａ） (千円) 

123,095 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

61,547 

民 (千円) 

123,095 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

184,642 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

1,224,907 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、

基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業

主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該

受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記

載すること。 
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No,27（医療分）】 

看護師等養成所運営費補助事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

8,461,381 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 看護師等養成所 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢化の進展や疾病構造の変化、医療機能の分化など状況変化等を

見据え、これに対応した質の高い看護職員の養成・確保が必要。 

アウトカム指標：養成者数 4,900 人（H30） 

実績：4,900 人(H29)(見込み) 

事業の内容 看護師等養成所における運営費にかかる経費の一部を補助する 

アウトプット指標 養成所補助件数 57 施設 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

養成所の安定的運営、教育環境の充実により、質の高い看護職員が

養成される。 

事業に要する費用の額 金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

8,461,381 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

80,188 

基金 国（Ａ） (千円) 

660,331 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

330,165 

民 (千円) 

580,143 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

990,496 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

7,470,885 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、

基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業

主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該

受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記

載すること。 
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（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）

における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託など

により実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業

等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 

事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No,28（医療分）】 

看護職員確保対策推進事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

50,294 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 大阪府（大阪府看護協会へ委託） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢化の進展や疾病構造の変化、医療機能の分化など状況変化等を
見据え、これに対応した質の高い看護職員の養成・確保が必要。 

アウトカム指標：再就業支援講習会受講修了後の再就業率の増加 

69.2%(平成 28 年度) ⇒ 75%(平成 30 年度) 

事業の内容 潜在看護師の復職支援を実施する。 

(１)府内の地域偏在対策 

①地域の中小病院の出展による看護職のための就職フェアの実施 

②ハローワークに職員を派遣し地域に即した相談会の開催 

(２)定年年齢の看護職員の活躍の場の確保   

社会保障等の講義と、求人医療機関とのマッチングを行うセカンド
キャリア研修会を実施 

(３)充実型再就業支援講習会の開催・拡充 

(４)定着対策 
採血演習など実習を含む交流会の開催 

アウトプット指標 再就業支援講習会受講者数 のべ 180 人 

アウトカムとアウトプ
ットの関連 

潜在看護師の復職支援のための講習会等を継続的に行うことによ
り、再就職率が増加する。 

事業に要する費用の額 金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

50,294 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

1,263 

基金 国（Ａ） (千円) 

33,530 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

16,764 

民 (千円) 

32,267 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

50,294 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

32,267 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）                            
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No29（医療分）】 

小児救急電話相談事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

52,569 千円 

事業の対象となる医療介

護総合確保区域 

豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 大阪府（エヌ・ティ・ティデータ関西に委託） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

子どもの急病時の対応方法に対する保護者の不安を解消し、救急医

療の適正利用を促進、夜間の二次救急病院等への患者集中を緩和し、

医療機関の負担を軽減することが必要。 

アウトカム指標：府内医師数 

H28 年度 25,003 人⇒H30 年度 25,004 人以上 

（厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」） 

事業の内容 小児科医の支援体制のもと、子どもの急病時の対応方法に関する相

談に看護師が電話にて対応する。 

保護者等の家庭看護力を向上させるとともに、適切な受診行動を促

すことで夜間の二次救急病院等への患者集中を緩和し、負担軽減を

図る。 

アウトプット指標 年間相談件数 40,000 件 

アウトカムとアウトプッ

トの関連 

小児救急電話相談事業で、軽症患者の対応を行うことにより、休日・

夜間 2 次救急医療機関等への患者集中の緩和・負担軽減。救急医を

含めた府内医師が確保される。 

事業に要する費用の額 金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

52,569 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基金 国（Ａ） (千円) 

35,046 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

17,523 

民 (千円) 

35,046 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

52,569 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

35,046 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国

費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの

委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「う

ち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No,30（医療分）】 

小児救急医療支援事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

692,305 千円 

事業の対象となる医療介

護総合確保区域 

豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 府内市町村（二次医療圏単位の幹事市） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

小児救急医療に従事する医師の不足等により受入体制の確保が困難

となっている、休日・夜間の小児救急受入体制（二次救急医療体制）

の確保が必要。 

アウトカム指標：大阪府内の小児死亡率（1 歳から 14 歳） 

H29：10.1→ H30：10.1 未満（前年度未満）※10 万対 

事業の内容 休日・夜間に小児救急患者を受け入れる医療機関を地域ブロック単
位での輪番制等により確保する事業を実施する市町村に対し費用を
補助する。 

アウトプット指標 休日・夜間における小児救急医療体制の確保 

（救急告示病院がある各二次医療圏） 

体制確保医療圏域数：6 医療圏＋大阪市 4 基本医療圏 

アウトカムとアウトプッ

トの関連 

休日・夜間の小児救急医療体制を各二次医療圏（6 医療圏＋大阪市 4

基本医療圏）で確保することで、大阪府内の小児の死亡数が減少す

る。 

事業に要する費用の額 金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

692,305 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

54,702 

 基金 国（Ａ） (千円) 

54,702 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

27,351 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

82,053 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

0(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

610,252 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、

基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業

主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該

受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記

載すること。 
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No,31（医療分）】 

災害医療体制確保充実事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

12,498 千円 

事業の対象となる医療介

護総合確保区域 

豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市

圏域、泉州圏域、大阪市圏域 

事業の実施主体 大阪府（大阪府医師会等に委託） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 
南海トラフ巨大地震も見据え、DMAT をはじめとする災害時の医療
資源の確保・充実を図り、多数の負傷者を適切な医療機関で迅速に
診療できるような診療体制の確保が必要。 

アウトカム指標：災害医療の知識等を備えた医療従事者の増加  

H29：731 人→H30：1031 人  

事業の内容 救急・災害医療に不慣れな医療スタッフが災害に対する知識とトリアージ

の手法等の取得や、他の医療救護チームとの連携強化に向けた研修を実施

する。 

アウトプット指標 研修開催回数 10 回（災害時の患者診療対応等のための災害医療従事者を養成

する等、適切な救急医療を提供するため、研修メニューを充実させる。） 

アウトカムとアウトプッ

トの関連 

研修によって医療従事者の養成人数を増やすと同時に技能を向上さ

せ、災害時における急性期医療を担う医療従事者を確保する。 

事業に要する費用の額 金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

12,498 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基金 国（Ａ） (千円) 

8,332 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

4,166 

民 (千円) 

8,332 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

12,498 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

8,332 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、

基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業

主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該

受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記

載すること。 
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３．計画に基づき実施する事業 

 （事業区分３：介護施設等の整備に関する事業） 

 (1) 事業の内容等 

事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 

事業名 大阪府介護施設等整備事業 【総事業費】 

102,715千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

大阪府全域 

事業の実施主体 大阪市 

事業の期間 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設等の

さらなる整備が求められる。 

アウトカム指標：要介護認定者数 538,158人（平成 32年度推計）に対

応した施設の充実を図る。 

事業の内容 地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域の実情に応じた介護サ

ービス提供体制の整備等を支援する。 

 

 ①介護施設等の整備に必要な定期借地権設定のための一時金に対し

て支援を行う。 
 

アウトプット指標 高齢者が可能な限り住み慣れた地域において継続して日常生活を営む

ことを可能とするため、第７期大阪府高齢者計画において予定してい

る、地域密着型サービス等、地域の実情に応じた介護サービス提供法

体制の整備を促進する。 

               （平成３０年度）→（平成３２年度） 

・地域密着型特別養護老人ホーム  3,741床 → 4,640床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 3,395人／月→4,256人／月（サー

ビス量） 

・認知症高齢者グループホーム  11,954床 → 12,955床 

 

アウトカムとアウトプット

の関連 

地域密着型サービス施設等の整備等を支援することにより、地域の実

情に応じた介護サービス提供体制の整備等を進め、地域包括ケアシス

テム構築を推進する。 
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事業に要する

費用の額 
事業内容 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

（注１） 

基金 その他 
（Ｃ） 
（注２） 国（Ａ） 都道府県（Ｂ） 

①地域密着型サービ

ス施設等の整備 

(千円) 

0 

(千円) 

0 

(千円) 

0 

(千円) 

0 

②施設等の開設・設置

に必要な準備経費 

(千円) 

0 

(千円) 

0 

(千円) 

0 

(千円) 

0 

③介護保険施設等の

整備に必要な定期借

地権設定のための一

時金 

(千円) 

 

 

102,715 

(千円) 

 

 

68,476 

(千円) 

 

 

34,239 

(千円) 

 

 

0 

④介護サービスの改

善を図るための既存

施設等の改修 

(千円) 

 

0 

(千円) 

 

0 

(千円) 

 

0 

(千円) 

 

0 

金額 
総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

102,715 

基金充当額 

（国費）にお

ける公民の別 
（注３） 

（注４） 

公 (千円) 

 

 

 

基
金 

国（Ａ） 
(千円) 

68,476 

都道府県（Ｂ） 
(千円) 

34,239 

民 うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

 

 

計（Ａ＋Ｂ） 
(千円) 

102,715 

その他（Ｃ） 
(千円) 

0 

備考（注５）  

（注１）事業者が未定等のため、総事業費が不明の場合は、記載を要しない。 

（注２）事業者が未定で、事業者負担額が不明の場合は、記載を要しない。 

（注３）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注４）指定管理者制度の活用など設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金

充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。 

（注５）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記

載すること。 
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３．計画に基づき実施する事業  

 （事業区分５：介護従事者の確保に関する事業） 

 (1) 事業の内容等 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材育成 

（小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業 

事業名 【№.17-1（介護分）】 

認知症ケア人材育成事業（大阪府） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

18,029千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 
大阪府全域 

事業の実施主体 大阪府他（大阪府社会福祉協議会等へ委託他） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

2025年には大阪府内の認知症高齢者は約 47万人と推計され、平成

24年時点（約 32万人）より 15万人増加することが見込まれている。 

アウトカム指標：認知症の対応力向上 

事業の内容 以下の研修等を実施する。 

・認知症対応型サービス事業開設者研修（大阪府社会福祉協議会へ

委託） 

・認知症対応型サービス事業管理者研修(同上） 

・小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修(同上） 

・認知症介護基礎研修 

・認知症指導者フォローアップ研修（認知症介護研修研究大府セン

ターへ委託） 

・認知症サポート医養成研修（国立長寿医療研究センターへ委託） 

・認知症サポート医フォローアップ研修（大阪府医師会へ委託） 

・かかりつけ医認知症対応力向上研修（同上） 

・一般病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修 

・歯科医師認知症対応力向上研修（大阪府歯科医師会へ委託） 

・薬剤師認知症対応力向上研修（大阪府薬剤師会へ委託） 

・看護職員認知症対応力向上研修（大阪府看護協会へ委託） 

・認知症初期集中支援チーム員フォローアップ研修 

・認知症地域支援推進員フォローアップ研修 
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アウトプット指標 目標開催数 目標受講人数

1 認知症対応型サービス事業者開設者研修 2 50

2 認知症対応型サービス事業者管理者研修 2 130

3 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 2 70

4 認知症介護基礎研修 4 400

5 認知症指導者フォローアップ研修 - 3

6 認知症サポート医養成研修 - 40

7 認知症サポート医フォローアップ研修 2 150

8 かかりつけ医認知症対応力向上研修 2 130

9 一般病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修 3 900

10 歯科医師認知症対応力向上研修 2 200

11 薬剤師認知症対応力向上研修 2 260

12 看護職員認知症対応力向上研修 2 200

13 認知症初期集中支援チーム員フォローアップ研修 1 150

14 認知症地域支援推進員フォローアップ研修 1 100

研修名称

 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

・大阪府内における高齢者介護実務者やその指導者的立場にある者

に対し、認知症高齢者の介護に関する実践的研修等を実施し、介

護サービスの充実を図る。 

・認知症の発症初期から状況に応じて医療と介護が一体となった認

知症への支援体制の構築、病院での認知症の人の手術や処置等の

適切な実施の確保を図る。 

事業に要する費用の額 金 

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

18,029 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

2,944 

基金 国（Ａ） (千円) 

12,019 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

6,010 

民 (千円) 

9,075 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

18,029 

うち受託事等

（再掲）（注２） 

9,075 

(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている

場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲する

こと。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 

   載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材育成 

（小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業 

事業名 【No.17-2（介護分）】 

認知症ケア人材育成事業（大阪市） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

7,208千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 
大阪市全域 

事業の実施主体 大阪市他（大阪市社会福祉協議会等へ委託他） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

大阪市はひとり暮らし高齢者が政令指定都市の中で最も多く、平

成 30 年 4 月 1 日現在、高齢者人口は 699,451 人、そのうち認知症

高齢者が 104,918人となっている。認知症高齢者で介護保険を利用

している認知症高齢者は 73,653人、その他の 31,265人が介護サー

ビス等を利用することなく、地域の中に潜在的に存在している。 

アウトカム指標：認知症の対応力向上  

事業の内容 以下の研修等を実施する。 

・認知症対応型サービス事業開設者研修（大阪市社会福祉協議会等

へ委託） 

・認知症対応型サービス事業管理者研修(同上） 

・小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修(同上） 

・認知症介護基礎研修（同上） 

・認知症指導者フォローアップ研修（認知症介護研修研究大府セン

ター委託） 

・認知症サポート医養成研修（国立長寿医療研究センターへ委託） 

・認知症サポート医フォローアップ研修（大阪府医師会へ委託） 

・かかりつけ医認知症対応力向上研修（同上） 

・一般病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修（本市直営） 

・歯科医師認知症対応力向上研修（大阪府歯科医師会へ委託） 

・薬剤師認知症対応力向上研修（大阪府薬剤師会へ委託） 

・看護職員認知症対応力向上研修（大阪府看護協会へ委託） 



38 

 

アウトプット指標 
目標開催数 目標受講人数

1 認知症対応型サービス事業者開設者研修 2 90

2 認知症対応型サービス事業者管理者研修 2 120

3 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 2 30

4 認知症介護基礎研修 4 300

5 認知症指導者フォローアップ研修 3 3

6 認知症サポート医養成研修 1 20

7 認知症サポート医フォローアップ研修 2 50

8 かかりつけ医認知症対応力向上研修 2 100

9 一般病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修 3 700

10 歯科医師認知症対応力向上研修 1 200

11 薬剤師認知症対応力向上研修 1 200

12 看護職員認知症対応力向上研修 1 100

研修名称

 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

・大阪市内における高齢者介護実務者やその指導者的立場にある者

に対し、認知症高齢者の介護に関する実践的研修等を実施し、介

護サービスの充実を図る。 

・認知症の発症初期から状況に応じて医療と介護が一体となった認

知症への支援体制の構築、病院での認知症の人の手術や処置等の

適切な実施の確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

7,208 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基

金 

国（Ａ） (千円) 

3,604 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,802 

民 (千円) 

3,604 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

5,406 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

(千円) 

3,604 

その他（Ｃ） (千円) 

1,802 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている

場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲する

こと。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 

   載すること。 
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事業の区分 

５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材育成 

（小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業 

事業名 【No.17-3（介護分）】 

認知症ケア人材育成事業（堺市） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

4,194千円 

事業の対象となる医療介

護総合確保区域 
堺市全域 

事業の実施主体 堺市他（大阪府社会福祉事業団等へ委託他） 

事業の期間 平成 30年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

堺市の高齢者のうち、何らかの認知症の症状を有する人(日常生活

自立度Ⅰ以上)は、2017年 9月末時点で 31,607人となっており、今後

も年間 1,000人程度の規模で、認知症高齢者は増えていくものと予測

され、認知症支援に関わる医療・介護従事者等の認知症への対応力や

専門性の向上が求められる。 

アウトカム指標：認知症の対応力向上 

事業の内容 以下の研修等を実施する。 

・認知症対応型サービス事業開設者研修（大阪府社会福祉事業団へ委

託） 

・認知症対応型サービス事業管理者研修(同上） 

・小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修(同上） 

・認知症介護基礎研修（同上） 

・認知症介護指導者フォローアップ研修（認知症介護研究・研修大府

センターへ委託） 

・認知症サポート医養成研修（国立長寿医療研究センターへ受講者派

遣） 

・かかりつけ医認知症対応力向上研修 

・病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修 

・歯科医師認知症対応力向上研修 

・薬剤師認知症対応力向上研修 

・看護職員認知症対応力向上研修 
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アウトプット指標 目標開催数 目標受講人数

1 認知症対応型サービス事業者開設者研修 1 10

2 認知症対応型サービス事業者管理者研修 1 30

3 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 1 15

4 認知症介護基礎研修 4 200

5 認知症指導者フォローアップ研修 - 2

6 認知症サポート医養成研修 - 5

7 かかりつけ医認知症対応力向上研修 1 40

8 一般病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修 1 30

9 歯科医師認知症対応力向上研修 1 30

10 薬剤師認知症対応力向上研修 1 30

11 看護職員認知症対応力向上研修 1 30

研修名称

 

アウトカムとアウトプッ

トの関連 

・堺市内における高齢者介護実務者やその指導者的立場にある者に対

し、認知症高齢者の介護に関する実践的研修等を実施し、介護サー

ビスの充実を図る。 

・認知症の発症初期から状況に応じて医療と介護が一体となった認知

症への支援体制の構築、病院での認知症の人の手術や処置等の適切

な実施の確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

4,194 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

 

   555 基

金 

国（Ａ） (千円) 

1,616 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

809 

民 (千円) 

 3,604 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

2,425 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

(千円) 

  3,604 

その他（Ｃ） (千円) 

1,769 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている 

場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲する

こと。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 

    載すること。 
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事業の区分 

５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）地域包括ケアシステム構築に資する人材育成・資質向

上事業 

事業名 

【№.18】 

大阪府広域医療介護連携事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

6,051 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 
大阪府全域 

事業の実施主体 大阪府 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢化の進展に伴い、医療と介護の両方を必要とする高齢者の

一層の増加が見込まれる中で、医療と介護サービスが相互に連携

し合いながら、広域間でも、又は病院と地域の間でも、切れ目な

く提供される体制を構築する必要がある。 

アウトカム指標： 

・広域（二次医療圏）の医療・介護連携ネットワークの構築によ

る市町村域を越えた適時適切な切れ目のない支援の実施 

・質の高い退院調整と退院後の適切な支援による再発・重度化の

防止 

事業の内容 ・入退院支援マニュアルを活用した多職種研修の実施 

・看護小規模多機能型居宅介護の普及・促進のための研修の実施 

・在宅療養期における情報共有等のマニュアル作成 

アウトプット指標 ・府全域を対象とする研修会を 2 回実施。府内複数ブロックで医

療介護関係者による研修を 3 回実施 

・府全域を対象とする研修会を 1 回実施。 

・有識者による在宅療養期における多職種連携の在り方検討会

（仮）を設置し、在宅療養期マニュアルを作成 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

・府内広域で医療介護関係者が集まる場を設定し、連携のあり方

を議論することで、市町村を越えた広域の医療・介護連携ネッ

トワークが構築される。 

・疾患の特性を踏まえた継続的な在宅療養期の支援のあり方につ

いて検討し、マニュアル等を策定することで、切れ目なく在宅

で適切な支援が受けられ、再発・重度化が防止される。 
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事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

6,051 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

 

基
金 

国（Ａ） (千円) 

4,034 

民 (千円) 

0 

都道府県

（Ｂ） 

(千円) 

2,017 

うち受託事業等 

（再掲）（注２） 

(千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

6,051 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

   

備考（注３）                                

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている

場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲する

こと。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 

   載すること。 

 


